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１ 趣旨・目的 

 浜松市の庁舎・公の施設等の利用者の利便性を高めるとともに市の財源を確保す

るため、高い収益性が見込まれる自動販売機の設置場所を、一般競争入札の方法に

より貸し付けるものです。 

 

２ 入札案件 

 入札案件は、入札案件一覧表「別紙―１」のとおりです。 

 ＊参加に当たり、参加希望者自らが現地の状況を確認してください。（現地説明会

は実施しません。）設置場所の詳細については、受付所管課にお問合せください。 

 

３ 仕様（自動販売機の機能、性能及び機種） 

 設置しようとする自動販売機が、案件（入札番号）ごとに、以下の条件を満たし

ている必要があります。 

 (1) Ａ－１、Ａ－３、Ａ－４ 

   環境配慮型の機種とし、最低限、次の条件を満たしていること。 

   (ｱ) ピークシフト、ピークカット機能を搭載していること。 

   (ｲ) 省エネルギー機能を搭載していること。 

   (ｳ) ノンフロン対応型であること。 

 (2) Ａ－２ 

   災害支援対応型機種とすること。 

   (ｱ) 貸付契約とは別に、市との間で「災害時における自動販売機商品の無償

提供に関する協定書」を締結すること。 

 

４ 入札参加資格 

 次に掲げる要件を満たす個人又は法人とします。 

 (1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 (2) 浜松市の入札参加資格登録者にあっては、浜松市物品の購入等に係る入札参

加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。なお、浜松市の入

札参加資格登録者でなくても、入札に参加することができる。 

 (3) 浜松市税に未申告及び滞納がないこと。また住民税の納税について特別徴収

義務者であること。ただし、「市民税県民税特別徴収未実施理由書」の確認を受

けている場合を除く。 

 (4) 消費税及び地方消費税について未納の税額がないこと。 

 (5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

 (6) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第６号に規

定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過し
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ない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれ

らの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又

はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他

の団体に該当しない者であること。 

 (7) 成年被後見人・被保佐人・被補助人としての登記がないこと。 

 (8) 入札参加申し込みに必要な書類を期日までに全て提出した者であること。 

 

５ 入札への参加方法 

 入札参加希望者は、「入札参加申込書」(別紙２)に必要事項を記入・押印し、必要

書類をそろえて、受付場所（受付所管課）に直接お持ちください。 

 (1) 必要書類（○が提出を要するもの） 

 提出書類 法人 個人 

ア 入札参加申込書（別紙２） ○ ○ 

イ 登記事項証明書（現在事項全部証明書） ○ － 

ウ 身分証明書（本籍のある市区町村が発行するもの） － ○ 

エ 印鑑登録証明書 ○ ○ 

オ 市税の完納証明書 ○ ○ 

カ 誓約書（別紙３） ○ ○ 

キ 自動販売機の運営実績（様式任意） ○ ○ 

ク 委任状（契約締結等について委任する場合） ○ ○ 

ケ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書その３ ○ ○ 

コ 市・県民税の特別徴収義務者の指定書の写し ○ － 

サ 直前１年の営業年度の貸借対照表、損益計算書 ○ － 

シ 直前１年の所得税確定決算書の写し － ○ 

ス 登記されていないことの証明書 － ○ 

  注１）提出部数は各１部です。 

  注２）「イ」「ウ」「エ」「オ」「ケ」「ス」は、入札執行日前３か月以内に発行さ

れたものに限ります。 

  注３）「ウ」は、破産者等でないことを証明する文書です。（運転免許証等で代

用できません。） 

  注４）「ク」は、落札後の契約締結等について委任が必要な場合に提出してくだ

さい。入札の代理だけの場合は、入札書下部に記載することにより委任が

可能です。 

  注５）「ケ」は、所管税務署が発行する消費税等に滞納等がないことの証明書で

す。「その３の２」又は「その３の３」の納税証明書でも可とします。 

  注６）「コ」は、令和７年度に発行されたものに限ります。本店及び営業所等が

浜松市内に所在する事業者で、お手元にない場合は浜松市市民税課特別徴

収グループにお問い合わせください。 

    浜松市市民税課特別徴収グループ 
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    浜松市中央区元目町１２０番地の２浜松市役所元目分庁舎 

    ℡(053)457-2142 

     市民税県民税特別徴収未実施理由書の確認を受けている場合は、確認を

受けた書類の写しを提出してください。 

  注７）「シ」は、直前 1 年の所得税確定決算書の写し、所得税確定申告書の写し

又は市民税申告書の写しのうちいずれか一つとします。 

  注８）「ス」は、法務局が発行する成年被後見人・被保佐人・被補助人としての

登記がないことの証明書です。 

 注９）複数件の申込みをする場合、「ア」は入札案件（入札番号）ごとに提出し

てください。「ア」以外の提出書類は、受付所管課に原本１部（「コ」「シ」

は写し）を提出してください。「キ」「サ」については、受付所管課に１部

を提出してください。 

  注１０）提出書類の返却はいたしませんので、ご了承ください。 

 

 (2) 入札参加申込受付期間 

  令和８年１月１４日（水）から令和８年２月６日（金）までの 

  午前８時３０分から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

 

 (3) 入札参加申込受付場所（受付所管課） 

  浜松市上下水道部上下水道総務課（上下水道部住吉庁舎２階） 

  所在地：浜松市中央区住吉五丁目１３番１号  

電話番号：０５３－４７４－７０１２ 

  ＊上記受付所管課に直接提出してください。直接提出以外の郵送、インターネ

ットその他の方法による申込みは受け付けませんのでご了承ください。 

 

６ 質問の受付 

 本入札に対するご質問は以下のとおり受付及び回答します。 

 (1) 質問の提出方法 

  原則として文書（様式任意）により、直接提出してください。当該文書には、

質問者の氏名・名称、連絡先を必ず記載してください。ただし、遠隔地や時間的

猶予がない場合等文書によることが困難な場合は、ＦＡＸ・電話等での質問も可

とします。 

 

 (2) 質問受付期間 

 令和８年１月１４日（水）から令和８年２月６日（金）までの午前８時３０分 

から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

 

 (3) 質問受付場所（受付所管課） 

  浜松市上下水道部上下水道総務課（上下水道部住吉庁舎２階） 

  所在地：浜松市中央区住吉五丁目１３番１号  
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電話番号：０５３－４７４－７０１２ 

 

 (4) 質問に対する回答 

  以下に記載の期間、上記(3)質問受付場所（受付所管課）において、閲覧に供し

ます。 

  令和８年２月１９日（木）から令和８年２月２４日（火）までの午前８時３０ 

分から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

 

７ 入札参加資格の確認 

 入札参加申込の受付後、提出された必要書類を確認し、入札参加資格の有無を文

書により通知します。 

 (1) 入札参加資格確認結果通知書の交付場所 

  浜松市上下水道部上下水道総務課（上下水道部住吉庁舎２階） 

  所在地：浜松市中央区住吉五丁目１３番１号 

  電話番号：０５３－４７４－７０１２ 

 

 (2) 入札参加資格確認結果通知書の交付日時 

  令和８年２月１２日（木）以降の開庁時間 

 

 (3) 入札参加資格確認結果通知書の交付方法 

  上記の交付場所・日時において、手交します。郵送・電話連絡は行いませんの

でご了承ください。 

 

８ 入札参加資格がないと認められた場合の理由説明要求 

 入札参加資格確認の結果、参加資格がないと通知された場合は、市に対してその

理由を求めることができます。 

 (1) 説明要求の方法 

  文書（様式任意）により、直接提出してください。直接提出以外の郵送、イン

ターネットその他の方法による提出は受け付けませんのでご了承ください。 

 

 (2) 説明要求書の提出場所 

  浜松市上下水道部上下水道総務課（上下水道部住吉庁舎２階） 

 

  所在地：浜松市中央区住吉五丁目１３番１号 

  電話番号：０５３－４７４－７０１２ 

 

 (3) 説明要求書の提出期限 

  令和８年２月１７日（火）午後３時まで 

 

 (4) 説明要求に対する回答 
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  令和８年２月１９日（木）までに説明要求者に回答します。 

 

９ 入札執行日時等 

 入札参加者以外は執行場所への入室ができませんのでご了承ください。 

 入札執行日時、場所及び開札 

  ア 執行日時 

   令和８年２月２５日（水） 

    入札番号Ａ－１：午前１１時００分から 

    入札番号Ａ－２：午前１１時０５分から 

    入札番号Ａ－３：午前１１時１０分から 

    入札番号Ａ－４：午前１１時１５分から 

  イ 執行場所 

   浜松市上下水道部住吉庁舎会議棟２階 第一会議室 

（浜松市中央区住吉五丁目１３番１号） 

  ウ 開札 

   入札終了後、直ちに開札します。 

 

１０ 入札の手続き 

 (1) 入札書は、事前に配付した所定の入札書に必要事項を記載し、記名押印をし

てください。 

 (2) 入札書に記載する入札金額は、１か月間の貸付料の金額（消費税を含まない

金額）を記載してください。 

 (3) 入札書は、事業名、入札番号及び入札参加者名を記載した封筒に封入し（封

筒の大きさは自由）、直接提出してください。郵送による提出は受け付けません。 

 (4) 提出された入札書は、その理由のいかんにかかわらず、引き換え、変更又は

撤回することができません。 

 (5) 開札は、入札後直ちに入札者の面前で行います。 

 

１１ 入札保証金 

 本入札においては、入札参加資格「有」の通知を受けた者の入札保証金は免除とし

ます。 

 

１２ 入札の無効 

 次に掲げる事項に該当する入札は無効とします。 

 (1) 入札に参加する資格がない者の入札 

 (2) 入札事項を記載しない入札書又は数字をもって金額を記載しない入札書によ

る入札 

 (3) 同一物件の入札について、２通以上の入札書を提出した入札 

 (4) 他人の代理を兼ね、２以上の代理をした者の入札 

 (5) 入札者の記名押印のない入札書を提出した入札 
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 (6) 入札金額を訂正した入札 

 (7) 入札要件が確認できない不明確な入札書による入札 

 (8) 入札に関し不正行為があった者の入札 

 (9) 最低貸付料に達しない金額で入札した者の入札 

 (10)その他指定した入札方法以外で入札した者の入札 

 

１３ 落札者の決定 

 (1) 落札者は、市が設定する最低貸付料（月額、消費税抜き）以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最高の価格（月額、消費税抜き）を入札した

者とします。 

 (2) １回目の入札で最低貸付料に達する入札がない場合は、直ちに２回目の入札

（再度入札）を行います。再度入札の回数は１回とします。 

 (3) 入札金額が同額で、落札者となるべき者が２者以上あるときは、直ちに「く

じ」によって落札者を決定します。落札者となるべき者は「くじ」を辞退する

ことはできませんのでご注意ください。 

 (4) 落札者決定後、落札者には必要書類の提出をしていただきます。 

  ア 自動販売機の機器仕様書（上記「３仕様（自動販売機の機能、性能及び機

種）」に合致していることが確認できるもの） 

  イ 自動販売機の設置及び維持管理計画書 

  ウ 関係法令に基づく当該許可を受けたことを証する書類の写し（営業許可を

要する飲食料を販売する自動販売機を設置するときのみ） 

 

 

１４ 契約保証金 

 本入札の落札者においては、入札参加資格「有」の通知を受けた者の契約保証金

は免除とします。 

 

１５ 契約の条件 

 (1) 契約の概要 

  本件契約は、地方自治法第２３８条の４第２項第４号の規定に基づく行政財産

の貸付に該当するものです。 

 

 (2) 契約（貸付）期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間とします。 

 

 (3) 契約金額 

  ア 契約金額は、月額貸付料に貸付月数を乗じた総額とします。 

  イ 落札金額に消費税及び地方消費税に相当する金額（落札金額の１００分の

１０に相当する額）を加算した金額（１円未満切捨て）をもって月額貸付料

とします。 
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  ウ 消費税法及び地方税法の改正等による税率の改正のため、消費税相当額が

変更になるときは、当該改正後の税率が適用される日以降に係る期間に応当

する貸付料は、改正後の税率に基づき計算した額に改定するものとします。 

 

 (4) 貸付物件の用途 

  貸付物件は、自動販売機設置運営事業（借受人自ら貸付物件に自動販売機を設

置し、貸付期間中継続して営業・運営する事業をいう。以下同じ。）にのみ使用し、

他の目的には使用しないものとします。 

 

 (5) 遵守事項 

  自動販売機設置運営事業の実施に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなけ

ればならないものとします。 

  ア 自動販売機の設置及び運用における遵守事項 

   (ｱ) 入札番号（Ａ－１、Ａ－３、Ａ－４）の自動販売機は、環境への配慮か

ら、ピークシフト、ピークカット等省エネルギー機能搭載型かつノンフロ

ン対応型の機種を設置すること。 

   (ｲ) 入札番号（Ａ－２）の自動販売機は、災害支援対応型機種を設置するこ

と。 

   (ｳ) 常に使用が可能な状態で設置すること。 

   (ｴ) 転倒防止等耐震対策を施すこと。 

   (ｵ) 営業許可を要する飲食料を販売する自動販売機を設置するときは、関係

法令に基づく当該許可を受けたことを証する書類の写しを貸付人（浜松市

をいう。以下同じ。）に提出すること。 

   (ｶ) 設置に当たり電気工事その他の工事を必要とするときは、貸付人の指示

に従って行い、工事完了後は当該完了を貸付人に報告すること。 

   (ｷ) 設置後に貸付人の確認を受け、施設管理上支障があると指摘されたとき

は、指示に従い速やかに是正すること。 

   (ｸ) 自動販売機の転倒等により第三者に損害を与えたときは、借受人の責任

において適切な対応及び処理を行うこと。 

   (ｹ) 故障、不具合等が生じた際の問合せ連絡先を、自動販売機に明記するこ

と。 

  イ 回収ボックスの設置及び運用における遵守事項 

   (ｱ) 貸付人の指示に従い、指定の位置に設置し、設置後は当該完了を貸付人

に報告すること。 

   (ｲ) 常に使用が可能な状態を維持すること。 

   (ｳ) 衛生的に良好な状態で管理をすること。 

   (ｴ) 分別回収、リサイクル処分に努めること。 

   (ｵ) 回収した飲料容器等の搬出方法及び搬出時間については、貸付人と協議

のうえ決定すること。 
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  ウ 販売品についての遵守事項 

   (ｱ) 販売品は原則として飲料とすること。 

   (ｲ) 酒税法第２条第１項に規定する酒類及びその類似品を販売しないこと。 

   (ｳ) 販売品の補充及び維持管理は、借受人の責任において行うこと。 

   (ｴ) 賞味期限の管理を行い、衛生的な管理に努めること。 

   (ｵ) 販売価格は一般的な標準価格とし、標準価格より高い価格での販売はし

ないこと。 

   (ｶ) 搬入方法及び搬入時間については、貸付人と協議のうえ決定すること。 

  エ 物件保全についての遵守事項 

   (ｱ) 常に善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保存につとめる

ものとし、貸付物件の全部又は一部が滅失又はき損したときは、直ちに貸

付人にその状況を通知すること。 

   (ｲ) 貸付物件を滅失又はき損させたときは、自らの責任と負担において、貸

付物件を原状に回復すること。また自動販売機設置運営事業に起因して第

三者に損害を与えた場合は、自らの責任と負担で解決すること。 

 

 (6) 貸付料等 

  ア 自動販売機設置運営事業の実施にかかる貸付料、工事費及び光熱水費は全

て借受人の負担となります。 

  イ 電気料金の算定は貸付人が行うものとし、当該算定に必要な使用料把握の

ためのメーターの設置費用は借受人の負担となります。 

  ウ 貸付料は、各年度分の貸付料を当該年度の３月３１日までに貸付人が発行

する納入通知書によりお支払いいただきます。 

  エ 電気料金は原則として四半期ごとに借受人が支払うものとし、貸付人が発

行する納入通知書により、納入通知書に記載された納入期限までにお支払い

いただきます。 

  オ 貸付料等の支払いが遅延したときは、遅延損害金が課されることになりま

す。 

 

 (7) 返還時の扱い 

  ア 貸付物件を貸付人へ返還する際は、借受人の負担と責任において貸付物件

を原状（貸付を始めたときの状態）に回復していただきます。 

  イ 借受人が貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕料等の必要費その他の

費用があっても、これを貸付人に請求することはできません。 

  ウ 借受人が原状回復を行わないときは、貸付人側で自動販売機を移設し管理

することができるものとし、そのために費用が生じたときは、借受人が当該

費用を負担するものとします。 

  エ 貸付期間満了前に、貸付物件を引き続き使用する契約を浜松市との間で締

結し、かつ浜松市が認めたときは、原状回復の必要はありません。 
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(8) 契約解除等 

  ア 契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めて当該義

務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されない

ときは、契約を解除することができるものとします。 

  イ 貸付人は、貸付人が公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とすると

きは、契約を解除することができるものとします。 

  ウ 貸付人は、借受人が暴力団・暴力団員と関係があること、破産・倒産手続

きに入ったことが明らかとなったときは、催告をせず直ちに契約を解除する

ことができるものとします。 

  エ 借受人は、貸付期間にかかわらず、自動販売機設置運営事業を終了すると

きは、終了する日の２か月前までに書面により貸付人に予告した上で、契約

を解除することができるものとします。 

  オ 契約に定める義務を履行しないときは、違約金支払い及び損害賠償義務が

生じることになります。 

 

 (9) 利用者対応 

  借受人は、自動販売機設置運営事業により生じる直接又は間接のトラブル、苦

情等について、一切の責任をもって解決するものとします。 

 

 (10)契約締結費用 

  契約締結のために要する費用（収入印紙等）は、借受人の負担とします。 

 

１６ 契約の締結 

 (1) 令和８年２月２７日（金）に、浜松市（貸付人）との間で、浜松市が定める

所定の様式（別添参照）により「市有財産貸付契約」を締結します。 

 (2) 契約金額は、貸付料の総額とします。 

 (3) 落札者が契約を締結しない場合は、落札が無効となり、今後３年間、浜松市

自動販売機設置場所貸付一般競争入札に参加することができなくなることがあ

ります。 

 

１７ 入札結果の公表 

 入札の結果については、入札案件ごとの落札金額及び落札者を浜松市上下水道部

上下水道総務課で閲覧にて公表させていただきます。 
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【お問合せ先】 
 〒４３０－０９０６ 
 浜松市中央区住吉五丁目１３番１号 
 浜松市上下水道部 上下水道総務課 
 （浜松市上下水道部住吉庁舎２階） 
 電話：０５３－４７４－７０１２ 
 FAX：０５３－４７４－０２４７ 
 E-mail：suidow-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
 

mailto:suidow-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp

